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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　睫毛及び／又は眉毛に組成物を付加するためのアプリケータ（３）であって、
　柄（８）と、
　前記柄の一端にあるアプリケータ部材（１０）と、
　を含み、
　前記アプリケータ部材は、
　プラスチック材料で作られた縦軸に沿って細長い支持体（１１）、
　を含み、
　前記支持体は、近位端で前記柄（８）に結合されており、自由遠位端を有し、更に、該
支持体の前記縦軸（Ｘ）に沿って延びる２つの分枝部（１２、１３）のみを含み、該分枝
部は、その間に単一の開口部（１９）を形成し、かつ一緒に該支持体の最大幅（Ｗ）を形
成し、
　前記アプリケータ部材は、更に、前記分枝部の一方にある少なくとも１列のアプリケー
タ要素（２３）を含み、前記列は、前記分枝部の長さの少なくとも半分にわたって前記開
口部（１９）の上以外に延びるアプリケータ要素を含む、
　ことを特徴とするアプリケータ。
【請求項２】
　前記分枝部（１２、１３）は、それらの端部で互いに結合されていることを特徴とする
請求項１に記載のアプリケータ。
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【請求項３】
　前記開口部（１９）は、実質的に平面であることを特徴とする請求項１又は２のいずれ
か１項に記載のアプリケータ。
【請求項４】
　前記開口部は、前記支持体の外形と実質的に同じ形状を有していることを特徴とする請
求項１から３のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項５】
　前記支持体（１１）は、その幅よりも少なくとも１．５倍長いことを特徴とする請求項
１から４のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項６】
　前記支持体の各分枝部（１２、１３）は、少なくとも１列（２０、２１）のアプリケー
タ要素を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項７】
　前記アプリケータ要素（３３、３４；４０、４１）は、前記支持体の２つの対向する側
に延びていることを特徴とする請求項１に記載のアプリケータ。
【請求項８】
　前記支持体の分枝部に沿って延びるアプリケータ要素の少なくとも１列の軸（Ｚ）は、
直線的であることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項９】
　少なくとも１列の前記アプリケータ要素（２３）の各々は、前記開口部（１９）の平面
に対する法線（Ｎ）と実質的に平行な方向に延びていることを特徴とする請求項１に記載
のアプリケータ。
【請求項１０】
　列の複数の連続するアプリケータ要素は、少なくとも部分的には、前記アプリケータ要
素の列を有する分枝部に対して垂直に延びる幾何学的分割面（Ｓ）の両側に交互に延びる
、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１１】
　列の少なくとも２つの連続するアプリケータ要素は、アプリケータ部材が列の軸に実質
的に垂直である方向に沿って観察したとき、互いにクロスオーバーしてもよいことを特徴
とする請求項１から１０のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１２】
　支持体及びアプリケータ要素の少なくとも１つは、磁性粒子を含む、ことを特徴とする
請求項１から１１のいずれか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１３】
　睫毛及び／又は眉毛に付加するための化粧品及び／又はケア製品を含む組成物のための
パッケージ化及びアプリケータ装置（１）であって、
　請求項１から９のいずれか１項に記載のアプリケータ（３）と、
　睫毛及び／又は眉毛に付加するための組成物（Ｐ）と、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記組成物を収容する容器を含む、ことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　容器は、拭き取り部材を含むことができる、ことを特徴とする請求項１４に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組成物を睫毛及び／又は眉毛に付加するためのアプリケータに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　米国特許第６，６５５，３９０号は、柄の一端にあるアプリケータ部材を含むアプリケ
ータを開示しており、このアプリケータ部材は、プラスチック材料で作られた支持体を含
み、支持体は、支持体の最大幅を一緒に形成する２つの分枝部を含む。
　各分枝部は、少なくとも１列のアプリケータ要素を担持し、これらは、他の分枝部の方
向に向けられ、他の分枝部のアプリケータ要素をクロスオーバーする。このようなアプリ
ケータにおいて、アプリケータ要素の交点によって形成される梳毛区域は、比較的狭い。
更に、一実施形態では、ブリッジが支持体の近位端と遠位端の間に延び、これによって分
枝部の間に形成された開口部に睫毛が接近することを困難にする。
【０００３】
　米国特許第６，４０８，８５７号はまた、マスカラブラシの２つの分枝部の間に挿入さ
れた支持体に結合されたアプリケータ要素を含むアプリケータを開示している。支持体は
、その全長にわたってブラシによって保持される。支持体上にあるアプリケータ要素は、
睫毛を梳くための比較的狭い梳毛区域を形成する。
　米国特許第５，００７，４４２号は、一方がマスカラブラシを担持し、他方がアプリケ
ータ要素を有する櫛を担持した、一端をヒンジで留められた２つの柄を含むアプリケータ
を説明しており、アプリケータが付加のための組成物を収容した容器の中に挿入される時
に特に発生するようなアプリケータの２つの柄が互いに向けて移動する時に、このアプリ
ケータ要素の間にブラシが係合してもよい。組成物が取られている間にマスカラブラシが
櫛に対して支持される結果、櫛に有意な量の組成物を装填することは困難である。櫛は、
アプリケータ要素を担持する分枝部の間に複数の開口部を含む。
【０００４】
　米国特許第４，４４６，８８０号は、制御部材に及ぼす作用に応答して変形する変形可
能なアプリケータ部材を含むアプリケータを説明している。一実施形態では、アプリケー
タ部材は、複数の変形可能な分枝部を含み、これらは、その端部で互いに結合され、外側
に向けられたアプリケータ要素を担持している。アプリケータ部材は、その近位端で柄に
対して支持された状態になり、その遠位端は、自由ではないが、柄に対して移動可能であ
る駆動要素のヘッドに対して配置され、これによってアプリケータ部材の変形が可能にな
る。１つの分枝部のみが付加中に睫毛に接触するように準備され、梳毛区域は、従って比
較的狭い。
　欧州特許出願ＥＰ０８７５１６９は、３つの溝付分枝部を含んで一端に発泡体末端部を
備えたアプリケータを開示している。
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６，６５５，３９０号
【特許文献２】米国特許第６，４０８，８５７号
【特許文献３】米国特許第５，００７，４４２号
【特許文献４】米国特許第４，４４６，８８０号
【特許文献５】欧州特許出願ＥＰ０８７５１６９
【特許文献６】米国特許出願番号２００２／００２０４２４Ａ１
【特許文献７】米国特許出願番号２００１／００４７８０８Ａ１
【特許文献８】米国特許出願番号２００１／００３７８５Ａ１
【特許文献９】米国特許第６，５８１，６１０号
【特許文献１０】米国特許第６，５４６，９３７号
【特許文献１１】米国特許第６，５３９，９５０号
【特許文献１２】米国特許第６，４４６，６３７号
【特許文献１３】米国特許第６，４１２，４９６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、睫毛を梳いて睫毛を組成物で含浸させるための比較的大きな表面積を有する
新たなアプリケータを提案する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　態様の１つにおいて、本発明は、睫毛及び／又は眉毛に組成物を付加するためのアプリ
ケータを提供し、アプリケータは、
　・唯一の柄としてもよい柄と、
　・前記柄の一端にあるアプリケータ部材と、
　を含み、アプリケータ部材は、
　・プラスチック材料で作られた縦軸に沿って細長い支持体、
　を含み、
　支持体は、近位端で柄に結合されており、自由遠位端を有し、更に、支持体の縦軸に沿
って延びる２つの分枝部を含み、分枝部は、有利な態様においては、マスカラブラシの剛
毛を受け入れない少なくとも１つの開口部をその間に形成し、開口部は、好ましくは、唯
一の開口部でありましく、分枝部は、一緒に支持体の最大幅を形成し、
　アプリケータ部材は、更に、
　・分枝部の長さの少なくとも半分の上に開口部の上以外に延びるアプリケータ要素を列
が含む、分枝部の１つにある少なくとも１列のアプリケータ要素、
　を含む。
【０００８】
　本発明により、利用者は、比較的大きくしてもよい梳毛及び組成物装填区域を有しても
よいので、睫毛は、例えば、少なくとも開口部に存在する組成物と分枝部の少なくとも１
つに存在するアプリケータ要素とに接触してもよい。
　アプリケータ要素が、分枝部の長さの少なくとも半分にわたって開口部の上以外に延び
るという事実から見て、睫毛が開口部及び開口部に収容された組成物に接近することはよ
り容易である。
【０００９】
　上述のように、アプリケータ部材の開口部は、唯一の開口部とすることができ、及び／
又はそれは、実質的に平面としてもよい。一例として、開口部は、支持体の外形と実質的
に同じ形状をなすことができる。
　分枝部は、好ましくは、全部で２つだけであり、それらは、有利な態様では、それらの
端部で互いに結合してもよい。
　支持体の遠位及び近位端は、テーパ付とすることができ、これによって、組成物を収容
する容器の中にアプリケータを挿入することがより容易になる。遠位及び近位端は、２つ
の分枝部による以外では互いに結合される必要はない。支持体の近位端は、アプリケータ
をより引抜きやすくする方法で丸められるか又は斜角をつけることができる。
　支持体は、その幅よりも少なくとも１．５倍長くしてもよい。
【００１０】
　アプリケータ要素は、例えばプラスチック材料を成形することによって分枝部と同じ材
料で作ってもよい。変形例では、アプリケータ要素の少なくとも一部分は、分枝部の材料
と異なる材料で作ることができ、例えば、アプリケータ要素は、分枝部上に射出成形され
る。
　支持体は、柄上に取り付けることができ、又は柄と一体的に形成してもよい。
　柄は、支持体から遠いその端部で、付加のための組成物を収容する容器を漏れない方法
で閉じるための閉鎖キャップに結合してもよい。
　柄は、支持体の縦軸に一致する縦軸を有してもよい。変形例では、支持体は、柄の縦軸
と角度を形成する縦軸を有してもよい。
【００１１】
　支持体の各分枝部は、少なくとも１列のアプリケータ要素を含むことができる。
　その列の各々は、分枝部の長さの少なくとも半分にわたって開口部の上以外に延びる、
又は開口部の上に全く延びないアプリケータ要素を含むことができる。
　一例として、アプリケータ要素の全ては、支持体の片側にのみ又は支持体の２つの対向
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する側に、例えば各側で異なる構成のアプリケータ要素を有して延びることができる。適
切な場合は、これによって利用者は、望ましい結果を得るのに最も適する支持体の側を選
択することが可能になる。
【００１２】
　支持体は、本発明の例示的な実施形態では、支持体の分枝部の１つの第１の面上の付加
要素の列と、支持体の他の分枝部上の第１の面と直径方向に対向する第２の面上の付加要
素の別の列とを含むことができる。
　これらの列の付加要素は、例えば、支持体の対面に整列して配置された側を有して開口
部を形成してもよい。
　別の例示的な実施形態では、各分枝部は、対向する面上に２列の付加要素を含む。これ
らの付加要素は、支持体の対面に整列して延びる側を有して開口部を形成してもよい。
【００１３】
　支持体は、上方から観察すると、開口部の平面の法線に沿って滑らかな外形を有するこ
とができ、付加要素は、この外形から突出しない。
　付加要素は、実質的に矩形である底部を有する歯とすることができ、開口部の縁部に平
行又は一致する大きな側面を有する。
　一実施形態では、分枝部の少なくとも１つは、その外周上にアプリケータ要素を含むこ
とができる。
　更に、一実施形態では、分枝部の少なくとも１つは、支持体の２つの対向する面上にア
プリケータ要素を含むことができる。
　分枝部の少なくとも１つはまた、分枝部の２つの異なる面上に２列のアプリケータ要素
を含むことができる。
【００１４】
　支持体の分枝部に沿って延びるアプリケータ要素の少なくとも１列の軸は、直線又は曲
線、特に、外側に凹状又は凸状としてもよい。支持体の分枝部に沿って延びるアプリケー
タ要素の少なくとも１列の軸はまた、波状とすることもできる。
　支持体は、少なくとも部分的に外側に凸状である外縁を有する第１の分枝部、及び少な
くとも部分的に凹状又は直線状である外縁を有する第２の分枝部を含むことができる。
　変形例では、支持体はまた、少なくとも部分的に外側に凹状である外縁を有する第１の
分枝部、及び少なくとも部分的に外側に凹状又は直線状である外縁を有する第２の分枝部
を含むことができる。
　支持体は、柄の縦軸に一致するか、柄に平行であるがオフセットされるか、又は柄に対
して非ゼロ角度を形成する縦軸を有してもよい。
【００１５】
　少なくとも１列のアプリケータ要素の各々は、開口部の平面の法線に実質的に平行であ
る方向に延びることができ、各々は、こうして実質的に完全に対応する分枝部の上にある
。
　少なくとも１列の少なくとも１つのアプリケータ要素は、開口部の平面の法線に対して
非ゼロ角度を形成して延びている。この場合、アプリケータ要素は、開口部の上か又は分
枝部の外側に延びるその自由端に隣接する部分を有してもよい。
【００１６】
　列の少なくとも複数の連続するアプリケータ要素は、千鳥構成又は他の何らかの構成に
配置してもよい。
　列の複数の連続するアプリケータ要素は、少なくとも部分的には、幾何学的分割面のい
ずれの側にも交互に延びることができる。
　列の少なくとも２つのアプリケータ要素は、接触する又は離間した底部を有してもよい
。
　列の２つの連続するアプリケータ要素は、Ｖ字形を形成してもよい。例えば、列の少な
くとも２つの連続するアプリケータ要素は、その間に、アプリケータ要素が列の軸に実質
的に垂直であるか又は変形において列の軸に実質的に平行である方向に沿って観察される
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と、Ｖ字形の溝を形成してもよい。
【００１７】
　アプリケータ要素の構成は、達成される化粧効果、例えば、より厚く又はより軽い程度
に化粧されるかに応じて選択してもよいと考えられる。
　列の少なくとも３つの連続する要素は、任意的に、この列の軸に沿って均一に離間させ
ることができる。
　アプリケータ部材は、アプリケータ要素の少なくとも第１の列及びアプリケータ要素の
第２の列を含むことができ、第１の列は、第１の間隔で互いに続く少なくとも３つのアプ
リケータ要素を含み、第２の列は、第２の間隔で互いに続く少なくとも３つのアプリケー
タ要素を含む。
　第１の間隔は、第２の間隔に等しくすることができ、又は第２の間隔と異なっていても
よい。
【００１８】
　第１及び第２の列は、支持体の共通の分枝部によって担持され、例えば、分枝部の対向
する面上にそれぞれに配置することができ、又は支持体の異なる２つの分枝部によって担
持してもよい。
　列の少なくとも１つのアプリケータ要素は、対応する分枝部に対して実質的に垂直に結
合してもよい。
　列の少なくとも１つのアプリケータ要素は、全体的に開口部の上以外に延びることがで
きる。
【００１９】
　列の少なくとも２つの連続するアプリケータ要素は、アプリケータ部材が列の軸に実質
的に垂直である方向に沿って観察されると、互いにクロスオーバーしてもよい。２つのア
プリケータ要素は、有利な態様においては、互いにクロスオーバーすることによってＶ字
形チャンネルを形成することができ、これによって睫毛を捉えることがより容易になる。
　それぞれの分枝部のアプリケータ要素は、異なっていてもよい。
　分枝部の少なくとも１つは、異なるアプリケータ要素を有する列を含むことができる。
一例として、分枝部の１つの１つの面は、第１の種類のアプリケータ要素を支持すること
ができ、別の面は、別の種類のアプリケータ要素を支持してもよい。
【００２０】
　アプリケータ要素は、様々な形状をなすことができ、特に、それらは、細長い形状、例
えば、釘又は歯の形状、例えば、任意的に円形断面である円筒形、任意的に直線状縦軸の
円錐、円錐台、又は角錐である釘形としてもよい。アプリケータ要素は、丸い自由端を有
してもよい。アプリケータ要素は、例えば、アプリケータ要素を担持する分枝部の縦軸と
実質的に垂直である長軸に沿って細長い断面を有するほぼ平坦な形状としてもよい。
【００２１】
　いずれか１つの列内で、アプリケータ要素は、異なる形状とすることができ、及び／又
は不均一な間隔を有してもよい。
　一例として、断面において、アプリケータ要素は、０．２ミリメートル（ｍｍ）に等し
いか又はそれよりも大きく、好ましくは、０．５ｍｍに等しいか又はそれよりも大きい長
手横寸法を例えば異なるフロック加工の剛毛の形態をなす。例えば、アプリケータ要素が
円筒形の釘であれば、その直径は、０．２ｍｍに等しいか又はそれよりも大きくしてもよ
い。
　アプリケータ要素の高さは、１ｍｍから１２ｍｍ、例えば、特に２ｍｍから８ｍｍ又は
３ｍｍから６ｍｍの範囲にある。
　支持体は、ほぼ平坦である形状をなすことができる。
【００２２】
　態様の別のものにおいて、本発明はまた、睫毛及び／又は眉毛に付加する化粧品及び／
又はケア製品を含む組成物のためのパッケージ化及びアプリケータ装置を提供し、この装
置は、
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　・上記で定めたアプリケータと、
　・睫毛及び／又は眉毛に付加するための組成物と、
　を含む。
　装置は、更に、組成物を収容する容器を含むことができる。
　容器は、拭き取り部材を含むことができる。
　アプリケータ部材及び拭き取り部材は、アプリケータ部材が拭き取り部材を通過する際
に変形するような方法で配置してもよい。変形例では、アプリケータ部材及び拭き取り部
材は、アプリケータ部材が拭き取り部材を通過する際に変形しない方法で配置してもよい
。
【００２３】
　態様の別のものにおいて、本発明はまた、睫毛及び／又は眉毛に組成物を付加する方法
を提供し、本方法は、
　・上記で定めたアプリケータのアプリケータ部材に組成物を装填する段階と、
　・組成物を睫毛及び／又は眉毛に付加する段階と、
　を含む。
　アプリケータ部材は、その開口部を完全に組成物で満たすことができる方法で組成物で
装填してもよい。
　柄は、振動器によって振動を受けることができる。
　各分枝部は、少なくとも１列のアプリケータ要素を担持することができ、両方の列に属
するアプリケータ要素は、睫毛に同時に接触する状態にすることができ、これによって比
較的大きな梳毛区域を得ることが可能になる。
【００２４】
　態様の別のものにおいて、本発明はまた、睫毛及び／又は眉毛に組成物を付加するため
のアプリケータを提供し、このアプリケータは、
　・単一の柄と、
　・柄の一端のアプリケータ部材と、
　を含み、アプリケータ部材は、
　・プラスチック材料で作られた縦軸に沿って細長い支持体、
　を含み、
　支持体は、近位端で柄に結合されており、自由遠位端を有し、更に支持体の縦軸に沿っ
て延びる２つの分枝部を含み、分枝部は、少なくとも１つの開口部をその間に形成し、か
つ支持体の最大幅を形成し、
　アプリケータ部材は、更に、
　・分枝部の長さの少なくとも半分にわたって開口部の上以外に延びるアプリケータ要素
を含む、分枝部の１つにある少なくとも１列のアプリケータ要素、
　を含む。
　本発明は、その非制限的実施形態の以下の詳細説明を読み、説明の不可欠な部分を形成
する添付図面を調べるとより良く理解してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１に示すパッケージ化及びアプリケータ装置１は、例えば、マスカラ又はケア製品な
ど睫毛及び／又は眉毛に付加するための組成物Ｐを収容する容器２、及び組成物Ｐを取っ
てこれを付加するためのアプリケータ３を含む。
　考察中の実施形態では、容器２は、拭き取り部材６を収納するネック部５が設けられた
本体４を含む。
　アプリケータ３は、漏れない方法で容器２を閉める閉鎖キャップも構成するハンドル９
に一端で結合された単一の柄８を含む。
　柄８の他端は、図２に分離して示すアプリケータ部材１０を担持する。
　一例として、拭き取り部材６は、柄８及びアプリケータ部材１０を拭き取るようになっ
ている。
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【００２６】
　上述のアプリケータ部材の形状及びこれが作られる材料により、並びに拭き取り部材６
の形状及び種類により、アプリケータ部材１０は、拭き取り部材６を通過する際に任意的
に変形してもよい。
　一例として、アプリケータ部材１０の望ましい組成物の量に応じて拭き取り部材６を選
択してもよい。
　図示の実施形態では、アプリケータ部材１０及び拭き取り部材６の両方は、アプリケー
タが容器から引き出される間に変形する。
【００２７】
　アプリケータ部材１０は、縦軸Ｘに沿ってほぼ細長い形状をなす支持体１１を含み、縦
軸は、考察中の実施形態では、柄８の縦軸Ｙに一致する。
　支持体１１は、２つの分枝部１２及び１３を含み、これらは、その端部で支持体１１の
遠位及び近位部分１５及び１６によって互いに結合されている。
　分枝部１２及び１３は、支持体１１の最大幅Ｗを形成する。
　図示の実施形態では、分枝部１２及び１３の両方は、軸Ｘに実質的に平行に延び、領域
１５と協働してその間に完全に自由な単一開口部１９を形成し、支持体の遠位及び近位端
は、分枝部１２及び１３によってのみ互いに結合されている。
【００２８】
　考察中の実施形態では、開口部１９は平面であり、分枝部１２及び１３の縦軸によって
形成される平面に平行である。
　支持体の遠位領域１５は、図示のようにテーパ付きであるのが好ましく、これによって
アプリケータが容器の中に戻されるのがより容易になる。開口部１９は、図示のように細
長い形状をなすことができ、例えば、３５ｍｍに等しいか又はそれよりも小さく、例えば
２６ｍｍから２８ｍｍの範囲にある最大長Ｌ、及び１０ｍｍに等しいか又はそれよりも小
さく、例えば２ｍｍから３ｍｍの範囲にある最大幅ｌを有する。
【００２９】
　考察中の実施形態では、支持体１１の近位部分１６は、柄８に締結するために末端部２
６に結合される。締結は、ヒートシール、スナップ留め、圧力嵌め、クランプ締め、及び
／又は接着剤などによって実施してもよい。
　支持体１１の近位領域１６は、末端部２６に向けてテーパ付きであるのが好ましく、こ
れによってアプリケータ部材が拭き取り部材を通過することがより容易になる。
　変形例では、支持体１１は、例えば、プラスチック材料を成形することによって柄８と
一体的に作られる。
　各分枝部１２又は１３は、アプリケータ要素２３のそれぞれの列２０又は２１を含み、
上述のアプリケータ要素は、考察中の実施形態の各列の直線軸Ｚに沿って千鳥構成に配置
される。
【００３０】
　装置１を用いるために、利用者は、アプリケータ３を容器２から引き出す。
　開口部１９は、任意的に、組成物Ｐの流動性、拭き取り部材６の種類、及び開口部１９
の寸法により、組成物で完全に満たすことができる。
　開口部１９が組成物Ｐで完全に満たされることは、これによって睫毛が十分に装填され
ることを可能にするので有利としてもよい。
　分枝部１２及び１３の間の距離は、上述の分枝部にあるアプリケータ要素が付加中に睫
毛に同時に接触するようになるほど小さくしてもよい。
【００３１】
　アプリケータ要素２３は、本発明の範囲を超えることなく、支持体１１上に多くの方法
で配置してもよい。
　図１から図３の実施形態では、アプリケータ要素２３は、全てが開口部１９の平面の法
線Ｎと実質的に平行に配向され、支持体１１の同じ側に延びている。
　アプリケータ要素２３は、分枝部１２及び１３の各々に同じ方法又は実質的に同じ方法
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で配置される。
【００３２】
　図４は、異なる構成のアプリケータ要素２３、例えば分枝部１３上よりも分枝部１２上
でより離間したアプリケータ要素、及び例えば分枝部１２では互いに整列しているが分枝
部１３上では千鳥構成で配置されたアプリケータ要素を含む分枝部１２及び１３の可能性
を示している。一例として、列２１に沿った間隔ｅ1は、列２０に沿った間隔ｅ2の少なく
とも半分である。
　図５は、支持体の２つの対向する側上にアプリケータ要素を含む、例えば、支持体の一
方の側のアプリケータ要素４０が支持体の他方の側のアプリケータ要素４１よりも長いア
プリケータ部材１０の可能性を示している。
【００３３】
　図６の実施形態では、支持体１１の分枝部１２及び１３の各々は、互いに整列して図３
の実施形態のような千鳥構成にもはや配置されていないアプリケータ要素２３の列を担持
している。
　特に図３及び図６の実施形態では、アプリケータ要素２３は、対応する分枝部に対して
実質的に垂直に結合される。
　他の構成もまた想定することができ、図７の実施形態は、開口部１９の平面の法線Ｎに
角度αで外側に傾斜するアプリケータ要素３３を担持する支持体１１の可能性を示してい
る。
【００３４】
　図７はまた、アプリケータ要素３４の第２の列を含む支持体１１の分枝部１２及び１３
の各々の可能性を示し、アプリケータ要素は、例えば、法線Ｎに非ゼロ角度βで内側に傾
斜してもよい。角度α及びβは、任意的に等しくしてもよい。従って、使用中、アプリケ
ータ要素３３を有する側又はアプリケータ要素３４を有する側を選択することにより、利
用者は、大きさに違いがある梳毛区域を有してもよい。
【００３５】
　図７の実施形態では、法線Ｎに平行な開口部１９の平面上へのアプリケータ要素３３又
は３４の突出部が、本質的に分枝部１２又は１３の上に位置するが、開口部１９の上には
位置しないことを見ることができる。他の構成もまた想定することができ、アプリケータ
要素３４は、例えば、更に内側に延びることができる。
　図８の実施形態では、各列内で、アプリケータ要素４４及び４５は、幾何学的分割面の
両側で他の分枝部から離れて及び分枝部に向けて交互に延びている。
　いずれか１つの列内で、アプリケータ要素の底部は、図８のように実質的に互いに整列
してもよい。
【００３６】
　図９から図１１は、支持体を開口部１９の平面に平行で縦軸Ｘに垂直である方向の側か
ら観察する時の列内のアプリケータ要素の構成の他の例を示している。
　図９において、アプリケータ要素２３は、側面から観察した時に互いにクロスオーバー
し、従って、Ｖ字形チャンネル５０を形成するような方法で遠位端に向けて及び近位端に
向けて連続的に配向してもよいことを見ることができる。
　図９の実施形態では、列の連続する要素の底部は、列の軸Ｚに沿って離間しているが、
図１０の実施形態では、アプリケータ要素は、対で互いにグループ分けされ、支持体に沿
って実質的に同じ軸線方向位置を占める底部を有し、一対のアプリケータ要素は、図１０
のように支持体を側面から観察すると、それぞれのＶ字形チャンネル５０を形成するよう
な方法で支持体の近位端及び遠位端のそれぞれに向けて延びている。
【００３７】
　アプリケータ要素２３は、様々な形状とすることができ、特に、その自由端に向けてテ
ーパ付になる形状としてもよい。２つの連続するアプリケータ要素は、従って、図１１で
示すように、その間でＶ字形チャンネル５０を形成してもよい。
　一般的に、いずれか１つの列又は分枝部内で、アプリケータ要素は、米国特許出願番号
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２００２／００２０４２４Ａ１、２００１／００４７８０８Ａ１、及び２００１／００３
７８５Ａ１、並びに米国特許第６，５８１，６１０号、第６，５４６，９３７号、第６，
５３９，９５０号、第６，４４６，６３７号、及び第６，４１２，４９６号に開示されて
いる方法のいずれか１つで配置してもよい。
【００３８】
　支持体は、図１及び図２に示されている形状以外の形状、例えば、分枝部１２及び１３
が湾曲する形状としてもよい。
　図１２の実施形態では、開口部１９は変化する幅を有し、分枝部１２及び１３は、一般
的に外側に凹状である。
　図１３の実施形態では、アプリケータ要素２３は、分枝部１２及び１３の上だけでなく
、支持体の遠位部分１５の上にも延びる。
　図１４は、支持体の外周の少なくとも一部分、例えば、分枝部１２及び１３上にのみ配
置されたアプリケータ要素６０を含むアプリケータ部材の可能性を示している。
　アプリケータ部材は、更に、図示のようにその主面の少なくとも１つにアプリケータ要
素２３を含むことができる。
【００３９】
　図１５は、その周囲及びその主面の１つだけにアプリケータ要素６０を含むアプリケー
タ部材の断面図であり、一方、図１６においては、アプリケータ部材は、その主面の両方
にアプリケータ要素を含んでいる。
　図１７から図２２は、支持体上のアプリケータ要素のいくつかの付加的な構成の例を示
している。図１７に示すように、一方の分枝部では、アプリケータ要素はＶ字形を形成す
るが、他方の分枝部では、アプリケータ要素は、直立して互いに整列してもよい。
【００４０】
　図１８の実施形態では、２つの分枝部のアプリケータ要素は、対向する支持体のそれぞ
れの面にある。一例として、アプリケータ要素は、列が軸に沿って観察されると、上述の
列内でＶ字形を形成する。
　図１９の実施形態では、各分枝部は、２つの対向する面にアプリケータ要素の２列を含
み、一方の列は、直立して互いに整列したアプリケータ要素を含み、他方は、Ｖ字形のア
プリケータ要素を含む。アプリケータ要素の類似する構成を有する２つの列は、支持体の
対向する主面に結合されている。
　図２０は、断面が異なる形状である２つの分枝部でアプリケータ部材を作る可能性を示
している。
【００４１】
　図２１は、アプリケータ部材の一方の面に第１の種類のアプリケータ要素を有し、対向
する面に第２の種類のアプリケータ要素を有する可能性を示しており、例えば、一方の面
では、円筒形の釘は、支持体の面に実質的に垂直である縦軸を有し、他方では、アプリケ
ータ要素は、例えばＶ字形アプリケータ要素など、支持体の対応する面に対して斜めに延
びる縦軸を有する。
　図２２は、分枝部の間の空洞の幅ｌよりも大きい、支持体の主面に垂直に測定された高
さｈを有する分枝部の可能性を示している。
　分枝部の少なくとも一方は、図２３に示すように直線ではなく、例えば、波状である縦
軸に延びるアプリケータ要素を担持する部分を含むことができる。
【００４２】
　図２４は、アプリケータ要素を含む直線部分を有する分枝部の一方、及び外側方向に凹
状の外縁がある他方の分枝部の可能性を示している。
　図２５に示されているアプリケータ部材は、曲線の縦軸を有し、アプリケータ部材の自
由端は、恐らくはアプリケータの柄の縦軸と整列している。この図の実施形態では、分枝
部の一方は、外側方向に凹状である外縁を有し、他方の分枝部は、凸状外縁を有する。
　図２６は、実質的に直線である分枝部の一方、及び外側方向に凸状の外縁を有する他方
の分枝部の可能性を示している。
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【００４３】
　図２７は、アプリケータの柄の縦軸Ｙに平行であるが、それに対してオフセットされた
縦軸Ｘを有するアプリケータ部材の可能性を示している。
　図２８は、柄の縦軸Ｙと非ゼロ角度γを形成するアプリケータ部材の縦軸Ｘの可能性を
示し、軸Ｘ及びＹは、例えば同一平面状にあり、アプリケータ部材１０の主面に実質的に
垂直である平面に含まれている。
　図２９から図３３までは、アプリケータ部材３０の別の例を示している。この実施形態
では、分枝部１２は、歯である付加要素２３の独特な列を担持し、これら歯は、分枝部１
２の面１００に結合している。面１００は、開口部１９の平面の法線Ｎにほぼ垂直に配向
されている。
【００４４】
　分枝部１３はまた、分枝部１２の面１００と全く正反対に配置された面１０１に延びる
付加要素２３の列を含む。面１０１は、法線Ｎにほぼ垂直に延びている。
　この実施形態では、付加要素２３は、法線Ｎにほぼ平行である分枝部１２及び１３の内
側対面に整列して延びている。
　アプリケータ部材１０の近位部分１６は、肩部１０５を通じて末端部２６に結合され、
この肩部１０５の幅は、末端部２６を受け取るハウジングを形成する柄の壁の厚みに実質
的に対応している。
【００４５】
　この実施形態では、分枝部１２及び１３の反対側の各外面１０６が滑らかであり、付加
要素がないことを見ることができる。
　面１０６は、ほぼ平面とすることができ、又は外側に向けて凸状である湾曲したプロフ
ィールを有してもよい。
　付加要素２３の列が沿って延びる縦軸Ｘに沿った全長Ｍは、例えば、２０ｍｍに等しい
か又はそれよりも大きくしてもよい。
　付加要素は、自由端１２６に向けてテーパ付になった歯を有することができ、その底部
は、アプリケータ部材を上から見ると、開口部１１９を形成する縁部１２５に一致するか
又は平行に延びる大きな側面を有する。
【００４６】
　図３４の変形実施形態では、各分枝部１２又は１３は、第１の列に対向する付加要素の
第２の列を対向する面１１２及び１１３にそれぞれ含む。アプリケータ部材は、法線Ｎに
垂直である平面に対して対称的な形状を有する。
　用いられるアプリケータ部材が何であっても、関連の拭き取り部材６は、一方が他方に
対して移動可能な２つの部分４ａ及び４ｂを含む本体を有する容器に配置することができ
、これによって、図３５に示すように拭き取り部材６の開口部１１０の直径は変化する。
【００４７】
　図３５の実施形態では、拭き取り部材の変形は、容器のネック部の突出部１１５によっ
て得られるが、本発明は、拭き取り部材の具体的な配置、アプリケータ部材の通過部分を
変化させる具体的な方法、及び／又はその変形可能性を調節する具体的な方法にも制限さ
れない。
　図３６は、拭き取り部材が、アプリケータ部材が通過する時に広がることができる波状
拭き取りリップ部を含む可能性を示している。波形１２０は、例えば、外周方向に沿って
交互に凹部と突出の状態である。
【００４８】
　様々な実施形態の特性は、図示しない実施形態において互いに組み合わせることができ
ると考えられる。
　変形例では、組成物は、ケーキの形態とすることができ、又はチューブに収容してもよ
いであろう。
　拭き取り部材は、別様とすることができ、発泡体のブロックの形態にすることもできる
と考えられる。
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【００４９】
　支持体は、比較的剛性又は可撓性のプラスチック材料で作ることができるであろう。特
に、支持体は、全体的に、剛性プラスチック材料、エラストマー材料、ポリエチレン・テ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリス
チレン（ＰＳ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、又はポリエチレン（ＰＥ）で作ることができ
、又はシリコーン、ニトリル、エチレンプロピレン・ターポリマーゴム（ＥＰＤＭ）、エ
チル・ビニル・アセテート（ＥＶＡ）、塩化ポリビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ
）、ラテックス、又はブチル、又は「ＨＹＴＲＥＬ（登録商標）」、「ＰＥＢＡＸ（登録
商標）」、又は「ＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ（登録商標）」のような熱可塑性エラストマーで
作ることができる。
【００５０】
　列のアプリケータ要素の長さは、約１ｍｍから８ｍｍの範囲、好ましくは、２ｍｍから
６ｍｍの範囲にあるとしてもよいであろう。
　アプリケータ要素は、様々な形状、例えば、円筒形、円錐形、円錐台、又はほぼ平坦な
釘形をなすことができると考えられる。
　アプリケータ要素は、支持体と同じ材料で作ることができ、又は変形例では、支持体上
に異なる材料を射出成形することによって作ることができるであろう。
　アプリケータ要素は、磁性を有することができと考えられ、例えば、磁性粒子を含むこ
とができるであろう。
【００５１】
　アプリケータの柄は、例えば、ハンドル内に振動器、例えば、携帯電話に見られる振動
器と同様のものが存在する結果として振動させることができると考えられる。
　全ての実施形態では、アプリケータ部材は、少なくとも部分的にフロック加工されても
又はされなくてもよい。
　「含む」という表現は、特に断らない限り「少なくとも１つを含む」と同義であると理
解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明によって作られたパッケージ化及びアプリケータ装置の例の概略部分縦断
面図である。
【図２】分離して示された図１の装置のアプリケータ部材の平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩの断面の部分斜視図である。
【図４】アプリケータ部材の変形実施形態の図３と同様の図である。
【図５】アプリケータ部材の変形実施形態の断面図である。
【図６】アプリケータ部材の変形実施形態の断面図である。
【図７】アプリケータ部材の変形実施形態の断面図である。
【図８】アプリケータ部材の変形実施形態の断面図である。
【図９】アプリケータ部材の変形実施形態の部分側面図である。
【図１０】アプリケータ部材の変形実施形態の部分側面図である。
【図１１】アプリケータ部材の変形実施形態の部分側面図である。
【図１２】アプリケータ部材の更に他の実施形態を示す図２と同様の図である。
【図１３】アプリケータ部材の更に他の実施形態を示す図２と同様の図である。
【図１４】アプリケータ部材の更に他の実施形態を示す図２と同様の図である。
【図１５】他の実施形態を示す断面図である。
【図１６】他の実施形態を示す断面図である。
【図１７】他の実施形態を示す断面図である。
【図１８】他の実施形態を示す断面図である。
【図１９】他の実施形態を示す断面図である。
【図２０】他の実施形態を示す断面図である。
【図２１】他の実施形態を示す断面図である。
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【図２２】他の実施形態を示す断面図である。
【図２３】他の変形実施形態を構成するアプリケータ部材の平面図である。
【図２４】他の変形実施形態を構成するアプリケータ部材の平面図である。
【図２５】他の変形実施形態を構成するアプリケータ部材の平面図である。
【図２６】他の変形実施形態を構成するアプリケータ部材の平面図である。
【図２７】他の変形実施形態を構成するアプリケータ部材の平面図である。
【図２８】本発明の別の実施形態を構成するアプリケータ部材の側面図である。
【図２９】本発明によって作られたアプリケータ部材の別の例の概略斜視図である。
【図３０】図２９のＸＸＸに沿った上面図である。
【図３１】図３０のアプリケータ部材の側面図である。
【図３２】図３１のＸＸＸＩＩ－ＸＸＸＩＩに沿った断面図である。
【図３３】図３０のＸＸＸＩＩＩに沿った詳細図である。
【図３４】図３２と同様の変形例の図である。
【図３５】調節可能な拭き取り部材を概略的に示す図である。
【図３６】波状拭き取り部材を概略的に示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
　３　アプリケータ
　８　柄
　１０　アプリケータ部材
　１２、１３　分枝部

【図１】

【図２】

【図３】
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